
該当 非該当 電話番号

地権者の同意はあるか □ 盛土規制法対象外の場合、別紙にて提出

搬入元は明らかか □ 搬入元証明にて判断

汚染された土砂ではない □
安全基準適合外の土砂であった場合、一部

または全部撤去

周辺住民への周知 □

森林法(5条） □ □ 伐採届出（１ha未満の伐採）

森林法（10条の７の2第1項） □ □ 所有者届出（H24,4,1以降）

農業振興地域整備に関する法律 □ □

鳥獣保護法 □ □

農業委員会 農地法 □ □ 028-675-8108 転用（４・5条届出等）

道路法 □ □ 施工承認・占用許可

法定外公共物管理条例 □ □ 占用許可・自費工事・払い下げ

景観条例 □ □ 届出

都市計画法 □ □ 許可

国土利用計画法 □ □
市街化区域2000㎡、その他区域5000

㎡の売買契約の際は、届出

生涯学習課 文化財保護法 □ □ 028-675-3175 93条の届出

矢板森林管理事務所 森林法（5条） □ □ 0287-43-0427 林地開発（１ha以上の伐採）
栃木県県土整備部

都市政策課盛土安全推進班
盛土規制法 □ □ 028-623-2801

盛土等を行う場合は、許可が必要

となる場合あり

急傾斜地災害防止法 □ □

地滑り防止法 □ □

国 宇都宮財務事務所 国有財産管理法 □ □ 028-346-6304 赤道・水路・青地等、未譲与財産

土砂条例の届出に関するチェックリスト

高

根

沢

町

関　係　法　令　等

栃

木

県

備　考　

環境課

産業課

都市整備課

矢板土木事務所保全部

環境課受付日 令和　　年　　月　　日

028-675-8109

028-675-8104

028-675-8107

0287-44-2538

※その他関係法令がある場合は関係機関に確認すること。

　　　　　　　　　　　　連絡先  高根沢町環境課環境係　　　　　　　028-675-8109


